
資料４

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：建設部都市政策課

担当者：鎌田基功　　　　　　　　内線（541）

　初めて実施したことや手順をしっかり確認しないまま作業したことで、一部外部評価を受け
る前に進めた。

対象の名称 花巻市空家等対策計画 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

その他適切と判断される方法方法① その他適切と判断される方法

周知方法
及び
時　期

開催日の2週間前以上前に郵送により通
知する。

開催日の2週間前以上前に郵送により通知
した。

対象の内容

【目的】空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が取り組む空家等対策の中長期的な方針を示す。
【内容】・計画の対象区域　・空家等の種類　・基本的な方針　・計画の期間　・空家等の調査　・所有者等による空家等の適切な管理の促進　・空家等及び除却した空家等に係
る跡地の活用の促進　・特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処　・住民等からの空家等に関する相談への対応　・空家等に関する対策の実施体制　・その他空家等
に関する対策の実施
【区分】基本計画
【計画期間】平成28年度～平成32年度
【関係法令】空家等対策の推進に関する特別措置法により市町村は、空家等に関する対策について計画を定めることができる。

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

結果公表
の方法
及び時期

6月下旬に公表する。

・7月12日ホームページにおいてパブリッ
クコメントに実施結果とともに公表
・8月1日号「広報はなまき」に掲載

名　称 関係団体等からの意見聴取 関係団体等からの意見聴取

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

対象者
（対象
地域）

空家等対策協議会

市長、岩手県土地家屋調査士会花巻支部、
花巻市地域婦人団体協議会、岩手県宅地建
物取引業協会花巻支部、好地地区まちづく
り委員会、花巻市消防団、岩手県建築士会
花巻支部、岩手県司法書士会、県南広域振
興局、区長会

第1回　　３０件
第2回　　１９件

4月下旬・6月中旬　2回

・第1回4月22日（金）14：00
　　本庁舎302・３０３会議室
　　案内送付9名→出席9名
・第2回6月30日（金）16：00
　　本庁舎302・303会議室
　　案内送付10名→出席9名

○反省点があれば記入してください

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

　さまざまな分野の専門家等の意見を聞いたことにより、考え方や課題を確認できた。

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

方法①

　手順、実施時期等を把握し、マニュアル化したい。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

方法①1
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

5月中旬から6月中旬（1か月）
案については、当課及び総務課、各総
合支所地域振興課、まなび学園、各振
興センター、花巻保健センター、各市
立図書館に備え付ける。

5月20日～6月20日（32日間）
市役所総務課、都市政策課、各総合支所地
域振興課、まなび学園、各振興センター、
各市立図書館、花巻保健センターに備え付
けた。

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

周知方法
及び
時　期

広報はなまき5月1日号に掲載するとと
もに市ホームページに掲載する。
案については、当課及び総務課、各総
合支所地域振興課、まなび学園、各振
興センター、花巻保健センター、各市
立図書館に備え付ける。

・ホームページへ掲載（5月20日～）
・広報はなまき5月15日号に掲載
・市役所総務課、都市政策課、各総合支所
地域振興課、まなび学園、各振興セン
ター、各市立図書館、花巻保健センターに
備え付けた。

方法②

対象の名称 花巻市空家等対策計画

当初予定 実施内容

　空家等の活用や管理の方法についての意見を聞くことができた。

○市民参画により効果があったことを記入してください

名　称
空家等対策計画（案）パブリックコメ
ント

空家等対策計画（案）パブリックコメント

方法②

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

　各段階で確認する期間を設けた計画とする。
意見提出者2名、9件

対象者
（対象
地域）

全市民を対象とし実施する。 同左

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

○反省点があれば記入してください

　計画策定に余裕がなかったことで全体的に遅くなった。

当初予定 実施内容

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法
及び時期

6月下旬に公表する。 7月12日ホームページで公表
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市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

総合評価

総合評価

対象の名称 花巻市空家等対策計画

 改善の余地あり 

 適切である 

 方 法 

 周 知 

 実施時期・場所等 

 結果公表 

 対象者（対象地域） 

 改善の余地あり 

 適切である 

 方 法 

 周 知 

 実施時期・場所等 

 結果公表 

 対象者（対象地域） 

3
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様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：建設部都市再生室

担当者：伊藤直樹　　内線（５６５）

対象の名称 花巻市立地適正化計画 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

結果公表しない。
（計画案完成段階でパブコメを行うため）
審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、各
協議会ごとに会議録をHPで公表（H27.11.18、
H27.12.7、H28.1.26、H27.12.25）

対象の内容

【目的】住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設等）の立地の適正化を図るため策定
【内容】持続可能な都市の形成を目指し、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設等）の立地の適正化を図るため、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化
に関する基本的な方針、居住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導する都市機能増進施設の設定並びに公共交通網形成計画との連携などについて計画を策定する。
【区分】基本構想・基本計画　　【計画期間】平成２８年度～（概ね２０年）　【関係法令】都市再生特別措置法により「作成することができる」とされている。

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

・計画の意図を広く周知することができた
・各地域固有の課題を掌握した

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

諮問（説明）　１１月中旬　４回
答申　１２月中旬　４回

■花巻市地域自治推進委員会（第２回）
　H27.10.13（9:30～市役所302会議室）
■花巻市石鳥谷地域協議会（第２回）
　H27.10.13（13:30～石鳥谷生涯学習会館）
■花巻市東和地域協議会（第２回）
　H27.10.15（10:00～東和総合支所）
■花巻市大迫地域協議会（第２回）
　H27.10.19（13:30～大迫総合支所）
※いずれも（仮称）花巻市人口ビジョン、（仮称）花巻
市まち・ひと・しごと創生総合戦略の説明会との合同開
催

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

諮問→答申の計画であったが、本計画策定は都市再生協議会での協議並びに花巻市都市計画審
議会への諮問が必要となっており、地域協議会等との意見交換会に関しては、計画策定に資す
る意見聴取の場として留めた。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

花巻市地域自治推進委員会
大迫地域協議会
石鳥谷地域協議会
東和地域協議会

花巻市地域自治推進委員会
大迫地域協議会
石鳥谷地域協議会
東和地域協議会

特にない

方法① 審議会その他の附属機関における委員の公募 審議会その他の附属機関における委員の公募

結果公表
の方法
及び時期

意見交換会として計画策定に資する意
見聴取のため実施しており、本件に関
する結果公表は予定していない。（最
終的にパブコメの募集と公表が予定さ
れている。）
H28.1

名　称
花巻市地域自治推進委員会及び３地域
協議会からの意見聴取

花巻市地域自治推進委員会及び３地域協議
会からの意見聴取

周知方法
及び
時　期

開催日の２週間以上前に郵送により通
知する。（１０月下旬）

開催日の２週間以上前に郵送により通知。
（主管課より１０月上旬に通知）

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

花巻市地域自治推進委員会　１２件
大迫地域協議会　４件
石鳥谷地域協議会　４件
東和地域協議会　６件
　合計　　　　２６件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

特にない

方法①
4
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

・市ホームページに掲載　H28.5.25
・建設部都市政策課、総合政策部総務課、
各総合支所地域振興課、まなび学園、各振
興センター、各図書館、花巻保健センター
に資料設置

対象の名称 花巻市立地適正化計画

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

・計画素案の修正を要する意見はなかった。
（市民協働参画ルールに基づく意見交換会等以外にも、議会説明、地域団体、業界団体、商店
街団体、任意団体等への意見交換及び説明会を３０回程度実施しており、パブリックコメント
に至る段階で有為な意見は出尽くしていたものと思料。）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１月中旬～２月中旬（３０日以上） H28.3.30～H28.4.28（３０日間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

・２か月程度後ろ倒しとなったこと以外に変更点はなく、計画策定に関する支障等も生じてい
ない。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する 全市民を対象として実施 特になし

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法
及び時期

・市ホームページに掲載
・建設部都市政策課都市再生室、総合
政策部総務課、各総合支所地域振興
課、まなび学園、各振興センター、各
図書館、花巻保健センターに資料設置

名　称
花巻市立地適正化計画（素案）に係る
パブリックコメント

花巻市立地適正化計画（素案）に係るパブ
リックコメント

周知方法
及び
時　期

広報はなまき12/15号に掲載するとと
もに、市ホームページに掲載する。計
画素案については、建設部都市政策
課、総合政策部総務課、各総合支所地
域振興課、各振興センター、各図書
館、まなび学園、保健センターに備え
付ける。

・市ホームページに掲載　H28.3.30
・広報はなまき4/15号で周知
・建設部都市政策課、総合政策部総務課、
各総合支所地域振興課、各振興センター、
各図書館、まなび学園、保健センターに資
料設置

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

７件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

特になし

方法②

5
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市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 花巻市立地適正化計画

総合評価

総合評価

 改善の余地あり 

 適切である 

 方 法 

 周 知 

 実施時期・場所等 

 結果公表 

 対象者（対象地域） 

 改善の余地あり 

 適切である 

 方 法 

 周 知 

 実施時期・場所等 

 結果公表 

 対象者（対象地域） 

6
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様式第１号 平成 28 年度　計画・条例等一覧　【参画対象外】

№ 計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）

1
花巻市一般職の職員の給与に
関する条例の一部を改正する
条例

【目的】
　平成28年人事院勧告に基づく、所要
の改正
【内容】
　平成28年人事院勧告に基づき、給料
表、扶養手当、期末・勤勉手当の支給率
を変更する。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成２8年１２月定例会
　②施行日　　公布の日
　　　　　　（給料表、扶養手当は平成
　　　　　　　28年4月1日適用、
　　　　　　　期末・勤勉手当は平成
　　　　　　　28年12月1日適用）

対象
外

公職選挙法施行令の一部改正する政
令により、所要の改正であるため

3

花巻市の議会議員及び長の選
挙における選挙運動の公費負
担に関する条例の一部を改正
する条例

【目的】
　公職選挙法施行令の一部を改正する政
令（平成28年政令第194号）により、
所要の改正を行う。

【内容】
　選挙運動用自動車の使用及び選挙運動
用通用葉書等の作成の公営に要する経費
に係る限度額の引上げを行う。

【議会及び施行日】
　①議会提案　平成28年12月定例会
　②施行日　公布の日

【法令等に基づく改正の場合】
　①公職選挙法施行令の一部を改正する
　　政令
　②法令改正施行日
　平成28年4月8日施行

対象
外

2
花巻市一般職の任期付職員の
採用等に関する条例の一部を
改正する条例

【目的】
　平成28年人事院勧告に基づく、所要
の改正
【内容】
　平成28年人事院勧告に基づき、給料
表、期末手当の支給率を変更する。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成２8年１２月定例会
　②施行日　　公布の日
　　　　　　　（給料表は平成28年
　　　　　　　　4月1日適用、期末
　　　　　　　　手当は平成28年
　　　　　　　　12月1日適用）

対象
外

7
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様式第１号 平成 28 年度　計画・条例等一覧　【参画対象外】

№ 計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）

市民に義務を課し、又は市民の権利
を制限する内容でないため。

5

4
花巻市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の不均一課税
に関する条例

【目的】
　地方再生法の一部改正に伴い東京23
区から本市への企業の立地や既存企業者
の規模拡大、雇用の場の確保を促進する
ための優遇税制を定めるもの。
【内容】
　地方再生法に基づき岩手県が策定した
「希望郷いわて本社機能移転・拡充促進
プロジェクト」における花巻市地方活力
向上地域内で、岩手県の認定を受けた者
が同プロジェクトに定められた「特定業
務施設」を整備する場合において、3か
年に限り固定資産税の不均一課税を行
う。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成28年12月議会
　②施行日　　公布の日
　　　　　（平成28年6月17日から
　　　　　　適用）

対象
外

地方再生法の一部改正に伴い、東京
23区から本市への立地企業や規模
拡大する既存企業者を対象に、優遇
税制を定めるものであり、市民に義
務を課し、又は市民の権利を制限す
るものではないため。

改正の内容が、義務を課し、権利を
制限するものでないため。

6

花巻市悪臭公害防止条例の一
部を改正する条例

【目的】
　悪臭公害に対し、迅速かつ適切な指導
を行うため、本条例の適用事業場を拡大
する
【内容】
　事業場の設置や構造変更を行う場合、
事前に花巻市への届出が義務付けられて
いる特定事業場の種類について見直す。
　規制基準の遵守義務が求められる指定
事業場を追加する。
　特定事業場の設置等をしようとする全
ての事業者が、住民説明を行うよう改め
る。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成２８年１２月定例会
　②施行日　平成２９年４月１日

対象
外

花巻市介護保険条例の一部を
改正する条例

【目的】
　市が行う介護保険の保険料の額、納付
方法、介護認定審査会等について規定す
る。
【内容】
　現在は介護保険第1号被保険者の保険
料段階の判定に係る所得指標として合計
所得金額を用いている。介護保険法施行
令の改正により、平成30年度以降の新
たな所得指標として合計所得金額から譲
渡所得に係る特別控除額を控除した額を
用いることとなるが、条例で定めること
により平成29年度から新たな所得指標
を特例的に用いることができることとさ
れたため、平成29年度における特例を
条例に定めるもの。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成29年3月定例会
　②施行日　平成29年4月1日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　介護保険法施行令の一部を改正する
　政令
　②法令改正施行日
　平成29年4月1日

対象
外
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